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 保護者の皆様 

春休みを迎えるにあたって  

南丹市立殿田小学校   
校 長  中舎 良希  

                                    
 春分の候 保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 
  今年度も、子どもたちは日々の学習に力いっぱい取り組み、一段とたくましく成長すること
ができました。これも、保護者の皆様のご支援・ご協力のおかげと深く感謝いたしております。 
  さて、春休みとなります。新しい年度を迎えるこの時期は子どもたちにとって期待と希望に
胸が膨らむ時期だと思います。 
 有意義な春休みが送れますよう、ご家庭におかれましては、次の諸点を十分ご理解いただき、
ご指導いただきますようお願い申し上げます。 
 
 
【有意義な春休みとなるように】 
１ 生活面・学習面 
◆読書を含めた学習や生活等についての目標を立て、自主的・意欲的に取り組む。 
◆早寝・早起き等、時間にけじめをつけ、規則正しい生活をする。  
◆外出の際は必ず「いつ」「だれと」「どこへ」「何をしに」「何時ごろ帰るか」をはっき
りと伝える。午後 5 時 30 分までに帰宅する。 

◆学習用具の整理をし、中学校入学に向けての準備をする。 
◆友達とお金や物の貸し借りをしない。 
◆スマートフォンやタブレット端末を使って、ＳＮＳなどのコミュニティサイト等のインタ
ーネット使用の機会が増えることを見据え、人権侵害、いじめのトラブルや薬物乱用等の
犯罪に巻き込まれることのないよう、使用については、家庭でルールを決めるなどして、
トラブルの防止対策を十分に講じる。 
 

２ 安全面 
  ◆道路交通法改正に伴い、①ヘルメット着用の努力義務（令和５年４月１日施行）、②自転

車運転中の携帯電話等の使用に罰則が適用（令和６年 11 月 1 日施行）などを踏まえ、自
転車の正しい乗り方と歩行者の立ち場に立った思いやりのある運転を心がける。 

  ◆見知らぬ人の車に乗らない。見知らぬ人の誘いにのらない。 
    ＊危険を感じたら大声を上げる、その場から逃げる、近くの家に逃げ込む。 
    ＊南丹警察署生活安全課スクールサポーターを通じて殿田駐在所、保野田駐在所と連携

をとり、春休み中の安全を見守っていただくよう連携しています。 
  ◆危険なところ（工事現場、資材置き場、空き家、池など）で遊ばない。 
  ◆交通事故に十分気を付ける。特に春休みは車、オートバイなど普段以上に往来が増えるの

で、道路の横断に気を付ける。 
  ◆踏切の横断に気を付ける。 
  ◆火遊びは絶対にしない。 

 

３ クマに対する注意 
  ◆朝夕はクマの活動が活発になるため注意する。また、クマの出没が予想される場所にはむ

やみに近づかない。 
  ◆濃霧や風の強い日などはクマが人の気配に気が付かず遭遇の危険が高まるので注意する。 
  ◆外出時はできるだけ熊よけ鈴を着用する。 

 

４ その他 
◆離任式 ３月 30 日（月）いつも通り登校 下校 10 時 50 分 
 

殿田小学校   ７２－００５３（平日 8:30～17:00） 

※緊急時・土日の連絡は、tonoda-es@kyoto-be.ne.jpまで 

 


